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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユニットケースの折り返し部による押圧力によ
ってそれぞれの部材が位置決めされる構造をしたエレク
トレットコンデンサマイクロホンユニットの構成部材と
してそのユニットケース内に組み込むことが可能であり
、固定極の開口を開ける穴数が多い大口径ユニットに適
用可能な構造を有する、マイクロホン部のストレー容量
を減少させた固定極ユニットを提供する。
【解決手段】固定極ユニット１０は、振動板１３との対
向面側にエレクトレット材３１が貼り付けられた固定極
１５と、この固定極が入り込む開口部を有し、ユニット
ケース内の径方向の寸法を規定して固定極を所定の位置
に固定する絶縁環３２と、この絶縁環の開口部内に入り
込んだ固定極が、絶縁環と同一高さの平面を成すように
固定極と絶縁環とを一体化する固定手段とを備える。ま
た、固定極は、その外径Ｄ１が振動板保持体１２の内径
Ｄ２以下の大きさである。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユニットケース内に組み込まれ、
　振動板保持体に張設された振動板と隙間をおいて対向配置され、前記振動板との間でコ
ンデンサを構成する固定極ユニットであって、
　前記振動板との対向面側にエレクトレット材が貼り付けられた固定極と、
　この固定極が入り込む開口部を有し、ユニットケース内の径方向の寸法を規定して前記
固定極を所定の位置に固定する絶縁環と、
　この絶縁環の開口部内に入り込んだ前記固定極が、前記絶縁環と同一高さの平面を成す
ように前記固定極と前記絶縁環とを一体化する固定手段と、
を備え、
　前記固定極は、その外径が前記振動板保持体の内径以下の大きさである、
ことを特徴とする固定極ユニット。
【請求項２】
　前記固定手段は、前記固定極が入り込んだ前記絶縁環の開口部との隙間に充填され硬化
するペースト状の接合材料であることを特徴とする請求項１に記載の固定極ユニット。
【請求項３】
　前記絶縁環は、少なくとも前記開口部を形成する内周壁面に金属めっきが施されており
、前記接合材料は、クリームはんだであることを特徴とする請求項２に記載の固定極ユニ
ット。
【請求項４】
　前記請求項1乃至３の何れか１項に記載の固定極ユニットを備えることを特徴とするエ
レクトレットコンデンサマイクロホンユニット。
【請求項５】
　ユニットケース内に組み込まれ、振動板保持体に張設された振動板と隙間をおいて対向
配置され、前記振動板との間でコンデンサを構成する、前記振動板との対向面側にエレク
トレット材が貼り付けられた固定極と、この固定極が入り込む開口部を有し、ユニットケ
ース内の径方向の寸法を規定して前記固定極を所定の位置に固定する絶縁環と、この絶縁
環の開口部内に入り込んだ前記固定極が、前記絶縁環と同一高さの平面を成すように前記
固定極と前記絶縁環とを一体化する固定手段と、を備え、前記固定極は、その外径が前記
振動板保持体の内径以下の大きさである固定極ユニットの製造方法であって、
　平坦な基台の上に前記絶縁環を配置する工程Ａ、
　前記絶縁環の開口部内に、エレクトレット材面を前記基台側に向けて前記固定極を配置
する工程Ｂ、
　前記固定極が入り込んだ前記絶縁環の開口部との隙間に、固定手段としてペースト状の
接合材料を充填する工程Ｃ、
　前記固定極と前記絶縁環とを押え付けながら、前記ペースト状の接合材料を硬化させて
前記固定極と前記絶縁環とを一体化する工程Ｄ、
を少なくとも順に備えることを特徴とする固定極ユニットの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトレットコンデンサマイクロホンユニットの構成部材としてそのユニ
ットケース内に組み込まれる固定極ユニットとその製造方法、及びこの固定極ユニットを
備えるエレクトレットコンデンサマイクロホンユニットに係るものであり、詳しくは、マ
イクロホン部のストレー容量を減少させることで、検出感度を高めることを可能とする技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンデンサマイクロホンは、音波により振動する振動板を備えた振動板ユニットと固定
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極とをスペーサを介して対向配置してなるコンデンサマイクロホンユニットを備える。こ
の振動板ユニットと固定極との間には、スペーサの厚さに対応する隙間が形成されて一種
のコンデンサを構成している。このため振動板が音声を受けて振動すると、振動に応じて
振動板ユニットと固定極との間の静電容量が変化し、この静電容量の変化が音声信号とし
て出力されるようになっている。したがって、振動板ユニットと固定極とをスペーサを介
して積層配置することで、マイクロホン部が構成されている。
　このコンデンサマイクロホンの一種に、背極となる固定極にエレクトレット材を用いた
エレクトレットコンデンサマイクロホンがある。エレクトレット材とは、半永久的に電荷
を蓄える高分子化合物である。
【０００３】
　エレクトレットコンデンサマイクロホンユニットは、たとえば図８に示すような構造を
している。図８は、従来のエレクトレットコンデンサマイクロホンユニットの一例を示す
縦断面図である。
　図８において、エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット（以下「マイクユニッ
ト」という）１０１は、有底の円筒形のユニットケース１１１内に以下の各部品を収容す
ることにより構成されている。このユニットケース１１１は、底部に相当する部分が前側
となり、マイクロホンにおける音声の入力部となっている。また、この底部にはマイクユ
ニット内部に音声を導き入れるための孔１１１ａが複数形成されている。ユニットケース
１１１内には、この底部に最も近い位置にリング状の振動板保持体１１２が配置され、さ
らに、外周縁部が前記振動板保持体１１２の一端面に固着された振動板１１３が配置され
ている。
【０００４】
　また、前記振動板１１３に対し、リング状の部材であるスペーサ１１４の介在のもとに
固定極１１５が対向配置されている。この固定極１１５は、金属製の円板を基材とし、た
とえば前記振動板１１３との対向面側にエレクトレット材１３１が貼り付けられて、エレ
クトレットボードを構成している。また、スペーサ１１４は厚さが薄い樹脂からなり、振
動板１１３の後端面（図８において下端面）の外周縁部に密着している。
　前記ユニットケース１１１内には、固定極１１５の後面側に固定極支持体である絶縁ス
リーブ１１６が配置されている。絶縁スリーブ１１６は、たとえば合成樹脂からなり、ユ
ニットケース１１１内の径方向の寸法を規定して前記固定極１１５を所定の位置に固定す
る。絶縁スリーブ１１６は、これを接着剤によって前記固定極１１５と接着し、この絶縁
スリーブ１１６と前記固定極１１５によって形成される平面部に前記エレクトレット材１
３１を貼り付けている。
【０００５】
　また図８において、絶縁スリーブ１１６の内周面には、導電材料で構成された導電スリ
ーブ１１７が内接して配置されている。導電スリーブ１１７の後端面部は、円板状のプリ
ント基板１１９上に形成されている回路パターン（不図示）に接触している。このプリン
ト基板１１９の後端面周縁部には、ユニットケース１１１の開放端縁部の折り返し部１１
１ｂが当たっている。この折り返し部１１１ｂが、プリント基板１１９を前方（図８にお
いて上方向）に向かって押圧し、折り返し部１１１ｂによって生じた押圧力によって、導
電スリーブ１１７が前方（図８において上方）に向かって押されている。また、この押圧
力によって、固定極１１５が押され、さらにスペーサ１１４を介して振動板保持体１１２
がユニットケース１１１の底面に押し付けられ、これらの部材のユニットケース１１１内
におけるそれぞれの位置が決められて固定されている。導電スリーブ１１７は、固定極１
１５とプリント基板１１９を電気的に接続している。上記プリント回路基板１１９には、
インピーダンス変換器を構成する電界効果型トランジスタ（以下「ＦＥＴ」という）１１
８が配置されている。ＦＥＴ１１８の端子の一部は、プリント回路基板１１９の所定の回
路パターンに半田付け等によって接続されている。
【０００６】
　ところが、以上説明した構造のマイクユニット１０１においては、図９に示すように、
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固定極１１５の外縁部１１５ａの径（外径）と、振動板支持体１１２の内縁部１１２ａの
径（内径）との間に重なり部ｘがある。この重なり部ｘの静電容量がストレー容量となり
、マイクロホンとしての感度の低下をもたらす。
　したがって、このような構造では、マイクユニットの口径を小さくすると、有効容量の
ストレー容量に対する比を大きくとることが出来なくなり、損失の多いマイクユニットに
なってしまう。
【０００７】
　そこで、ストレー容量（浮遊容量）の発生を防止して検出感度を高めるようにした手段
が幾つか提案されている（たとえば、特許文献１及び２参照）。
　上記特許文献１及び２に記載の技術は何れも、固定極の外径を振動板支持体の内径以下
の寸法にすることによって、ストレー容量を減らして感度を向上させようとするものであ
る。
【０００８】
　しかしながら上記特許文献１に記載の技術は、固定極と絶縁スリーブが一体に形成され
、前記固定極にエレクトレット材を貼り付けた後に、固定極に開口を開けるものである。
したがって、小口径ユニットには適するものの、たとえば約１０ｍｍ以上の径となる大口
径のユニットに適用するには、上記開口の数を多くする必要があるため、固定極のクラン
プが困難であり加工がし難いものであった。
【０００９】
　また、上記特許文献２に記載の技術も、絶縁基板上に固定極に相当する背面電極とエレ
クトレット層とが形成された構造であり、小口径ユニットには適するものの、大口径のユ
ニットに適用するには加工が困難なものであった。しかも、上記特許文献２に記載のもの
は、前記絶縁基板によって振動膜と背面電極とを位置決めしたものである。したがって、
ユニットケースの折り返し部による押圧力によってそれぞれの部材が位置決めされる構造
に容易に適用することが出来るものではない。
　すなわち、マイクロホン部においては、振動膜と背面電極との距離を近接させるほど、
より感度を高めることが知られている。ところが、絶縁基板上に背面電極が凸状に形成さ
れていると振動膜と背面電極との距離が著しく近くなり過ぎ、振動膜の中央部が大きく撓
んで対向する背面電極の中央部に接触し、マイクロホンとしての機能を低下させてしまう
虞があった。また、この場合にスペーサの厚さによって振動膜と背面電極との距離を調整
するのは困難であり、スペーサの厚さを変えることに伴って静電容量が変化し、感度が低
下することや、雑音が多く発生するなどの問題が生ずる虞もあった。
　さらに、上記特許文献１においては、絶縁基板上に背面極電極が形成されていることか
ら、背面電極とプリント基板との電気的導通が複雑な構造となる難点もある。
【特許文献１】特願２００６－３４１７１８
【特許文献２】特開２００３－７８９９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ユニットケースの折り返し部による
押圧力によってそれぞれの部材が位置決めされる構造をしたエレクトレットコンデンサマ
イクロホンユニットの構成部材としてそのユニットケース内に組み込むことが可能であり
、固定極に開ける開口の数が多い大口径ユニットに適用可能な構造を有し、マイクロホン
部のストレー容量を減少させることができる固定極ユニットとその製造方法、及びこの固
定極ユニットを備えるエレクトレットコンデンサマイクロホンユニットを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る固定極ユニットは、ユニットケース内に組み込まれ、振動板保持体に張設
された振動板と隙間をおいて対向配置され、前記振動板との間でコンデンサを構成する固
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定極ユニットであって、前記振動板との対向面側にエレクトレット材が貼り付けられた固
定極と、この固定極が入り込む開口部を有し、ユニットケース内の径方向の寸法を規定し
て前記固定極を所定の位置に固定する絶縁環と、この絶縁環の開口部内に入り込んだ前記
固定極が、前記絶縁環と同一高さの平面を成すように前記固定極と前記絶縁環とを一体化
する固定手段と、を備え、前記固定極は、その外径が前記振動板保持体の内径以下の大き
さであることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る固定極ユニットの製造方法は、ユニットケース内に組み込まれ、振動板保
持体に張設された振動板と隙間をおいて対向配置され、前記振動板との間でコンデンサを
構成する、前記振動板との対向面側にエレクトレット材が貼り付けられた固定極と、この
固定極が入り込む開口部を有し、ユニットケース内の径方向の寸法を規定して前記固定極
を所定の位置に固定する絶縁環と、この絶縁環の開口部内に入り込んだ前記固定極が、前
記絶縁環と同一高さの平面を成すように前記固定極と前記絶縁環とを一体化する固定手段
と、を備え、前記固定極は、その外径が前記振動板保持体の内径以下の大きさである固定
極ユニットの製造方法であって、平坦な基台の上に前記絶縁環を配置する工程Ａ、前記絶
縁環の開口部内に、エレクトレット材面を前記基台側に向けて前記固定極を配置する工程
Ｂ、前記固定極が入り込んだ前記絶縁環の開口部との隙間に、固定手段としてペースト状
の接合材料を充填する工程Ｃ、前記固定極と前記絶縁環とを押え付けながら、前記ペース
ト状の接合材料を硬化させて前記固定極と前記絶縁環とを一体化する工程Ｄ、を少なくと
も順に備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の固定極ユニットによれば、固定極の外径が振動板保持体の内径以下の大きさで
ある。ゆえに、ストレー容量を減少させて有効静電容量を安定化させることによりコンデ
ンサマイクロホンの感度向上に有効に寄与させることができる。
　また、本発明の固定極ユニットは、絶縁環によって固定極が所定の位置に固定され、固
定極と絶縁環とが、同一高さの平面を成すように固定手段によって一体化されている。ゆ
えに、そのクランプが容易であり、固定極の通気孔の穴数が多い大口径ユニットであって
も、固定極上面へのエレクトレット材を貼り付け前後に関わらず容易に開口を形成するこ
とができる。しかも、本発明の固定極ユニットは、これをプリント基板と電気的に接続す
る導電スリーブによって押圧することができるので、固定極とプリント基板との電気的導
通も容易である。
　したがって、本発明の固定極ユニットによれば、ユニットケースの折り返し部による押
圧力によってそれぞれの部材が位置決めされる構造をしたエレクトレットコンデンサマイ
クロホンユニットの構成部材としてそのユニットケース内に組み込むことが可能であり、
固定極の開口の数が多い大口径ユニットに適用可能であり、マイクロホンユニットのスト
レー容量を減少させることができる。
【００１４】
　本発明の固定極ユニットの製造方法は、平坦な基台の上に絶縁環を配置すると共に、こ
の絶縁環の開口部内に固定極を配置し、この固定極が入り込んだ絶縁環の開口部との隙間
にペースト状の接合材料を充填した後、固定極と絶縁環とを押え付けながら接合材料を硬
化させて両者を一体化する。ゆえに、固定極の外径が振動板保持体の内径以下の大きさで
あり、固定極と絶縁環とが、同一高さの平面を成す固定極ユニットを容易に構成すること
ができる。
　したがって、本発明の固定極ユニットの製造方法によって製造された固定極ユニットは
、ユニットケースの折り返し部による押圧力によってそれぞれの部材が位置決めされる構
造をしたエレクトレットコンデンサマイクロホンユニットの構成部材としてそのユニット
ケース内に組み込むことが可能であり、固定極に形成される開口の数が多い大口径ユニッ
トに適用するのに適した構造を有し、マイクロホンユニットのストレー容量を減少させる
ことができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
　本実施形態の固定極ユニットは、エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット（以
下「マイクユニット」という）の構成部材としてそのユニットケース内に組み込まれ、振
動板保持体に張設された振動板と隙間をおいて対向配置され、前記振動板との間でコンデ
ンサを構成するものである。
　図１は、本発明に係る固定極ユニットを示す縦断側面図である。また、図２は、固定極
ユニットを構成する固定極の構造を説明する、（ａ）は平面図、（ｂ）は図２（ａ）中の
Ｉ－Ｉ線に沿う縦断側面図である。さらに、図３は、固定極ユニットを構成する絶縁環の
構造を説明する、（ａ）は平面図、（ｂ）は図３（ａ）中のＩＩ－ＩＩ線に沿う縦断側面
図である。
　本実施形態の固定極ユニット１０は、図１乃至図３に示すように、固定極１５と、絶縁
環３２と、固定手段３０とを備える。
【００１６】
　固定極１５は、図２に示すように、たとえば金属製の円板を基材とし、前記振動板との
対向面側に、エレクトレット材３１が貼り付けられてエレクトレットボードを構成してい
る。この固定極１５は、たとえばはんだ付けができる真鍮等の金属板をプレスで打ち抜く
ことで形成できる。一方、エレクトレット材３１は、電極板としての固定極１５の表面に
、たとえば溶着等によって貼り付けられた高分子フィルムにより形成されている。高分子
フィルムとしては、たとえば通常ＦＥＰ（フロロエチレン・プロピレン）を挙げることが
出来る。
【００１７】
　また、固定極１５には、多数の通気孔１０ａ・・１０ａが設けられる。この通気孔１０
ａは、予め通気孔が形成された固定極１５にエレクトレット材３１を貼り付けた後、この
通気孔１０ａを塞いでいるエレクトレット材３１をプレスで開口するものとしても良いし
、通気孔が形成されていない固定極１５にエレクトレット材３１を貼り付けた後、プレス
加工により固定極１５の通気孔１０ａとエレクトレット材３１の開口を同時に形成するも
のとしても良い。
【００１８】
　絶縁環３２は、図３に示すように、前記固定極１５が入り込む開口部３２ａを有し、ユ
ニットケース内の径方向の寸法を規定して前記固定極１５を所定の位置に固定する。この
絶縁環３２には、たとえば回路基板用の材料であるＰＣＢ（Printed Circuit Board）材
を用いることができる。
　図３において、絶縁環３２の一方の面には、内周域にランド状の第一の導体部３３Ａが
設けられると共に、その他方の面には、内周域にランド状の第三の導体部３４Ａが設けら
れている。また、図３において、この絶縁環３２の開口部３２ａを形成する内周壁面には
、前記第一の導体部３３Ａと第二の導体部３４Ａを接続する金属めっき３５が施されてい
る。これにより、金属部材である固定極１５と絶縁部材である絶縁環３２とを、固定手段
３０として後述するクリームはんだを用いることで、接合することが可能になる。
　また、絶縁環３２の一方の面における外周域にランド状の第三の導体部３３Ｂを設ける
と共に、その他方の面おける外周域にランド状の第四の導体部３４Ｂを設けても良い。こ
れにより、固定極ユニット１０の全体的な高さを均一なものとし、対向する振動板との間
において精度の高い平面性を確保することができる。なお、これら各導体部３３Ａ、３３
Ｂ，３４Ａ，３４Ｂとしては、たとえば銅箔を挙げることができ、プリント配線基板（Ｐ
ＣＢ）の製造手法によって上記各導体部を形成することができる。
【００１９】
　固定手段３０は、前記絶縁環３２の開口部内に入り込んだ前記固定極１５と、前記絶縁
環２２とが同一高さの平面を成すように、固定極１５と絶縁環３２とを一体化する。この
固定手段３０として、例えばペースト状の接合材料を用いることができる。より具体的に
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は、絶縁環３０の開口部３２ａと、この開口部３２ａ内に配置された固定極１５の外周面
との間に生じているリング状の隙間に、ペースト状の接合材料を充填し、この接合材料を
硬化させて固定極１５と絶縁環３２を一体化する。また、この接合材料としては、所謂ク
リームはんだを挙げることができる。これにより、固定極１５と絶縁環３２との僅かな隙
間であっても容易に充填でき、加熱し、冷却してクリーム半田を硬化させることにより、
絶縁環３２と固定極１５とを確実に接合することが可能になる。
【００２０】
　以上のように構成された固定極ユニットは、ユニットケース内において、図４に示すよ
うに、スペーサの介在のもとに、振動板保持体に張設された振動板と重ね合わせられる。
絶縁間３２とともにユニット化された固定極１５は、図４に示すように、その外縁部１５
ａの径（外径）Ｄ１が振動板保持体１２の内縁部１２ａの径（内径）Ｄ２以下の大きさ（
Ｄ１＜Ｄ２）である。これにより、コンデンサマイクロホンユニットとして組み立てられ
た状態では、固定極１５の外縁部１５ａと振動板支持体１２の内縁部１２ａとの間に重な
り部が無くなり、ストレー容量の少ない効率の高いコンデンサマイクロホンユニット乃至
はコンデンサマイクロホンを得ることができる。
【００２１】
　次に、本発明に係る固定極ユニットの製造方法について説明する。
　図５は、本発明に係る固定極ユニットの製造方法の一例を簡略的に示す製造工程図であ
る。
　まず、図５（ａ）に示すように、平坦な基台５０の上に絶縁環３２を配置する。基台５
０としては、たとえばガラス板を挙げることができる。
　次に、図５（ｂ）に示すように、前記絶縁環３２の開口部３２ａ内に、エレクトレット
材３１形成面を前記基台５０側に向けて固定極１５を配置する。
　引き続き、図５（ｃ）に示すように、固定極１５が入り込んだ前記絶縁環３２の開口部
３２ａと固定極１５の外周面との隙間３ａに、固定手段としてペースト状の接合材料３０
を充填する。この接合材料としては、たとえばクリームはんだを用いる。ここで、図５（
ｃ）において点線サークルＡで示す部分を、図６に拡大して示す。図６において、接合材
料３０は、固定極１５の外周面と絶縁環３２の内周壁面に施した金属めっき３５との間に
形成された隙間部３ａに充填されている。
【００２２】
　その後、図５（ｄ）に示すように、前記固定極１５と前記絶縁環３２とを加圧して押え
付けながら、前記クリームはんだを加熱し、冷却することで硬化させ、前記固定極１５と
前記絶縁環３２とをはんだ付けして一体化する。
　そして、基台５０を外し、プレス加工により固定極１５の通気孔１０ａとエレクトレッ
ト材３１の開口を同時に形成することで、固定極ユニット１０を得ることができる。なお
、前述したとおり、予め通気孔１０ａが形成された固定極１５を用い、エレクトレット材
３１を貼り付けた後、絶縁環３２とともにユニット化する前に、またはユニット化後に、
上記通気孔１０ａを塞いでいるエレクトレット材３１をプレスで開口するものとしても良
い。
【００２３】
　以上のように構成された固定極ユニット１０は、ユニットケース内に組み込まれ、図７
に示すようなマイクユニット１を構成する。
　図７は、固定極ユニットを組み込んだマイクユニットを示す縦断側面図である。
　図７において、マイクユニット１は、有底の円筒形のユニットケース１１内に以下の各
部品を収容して構成されている。このユニットケース１１は、ユニット内部に音声を導き
入れるための複数の孔１１ａを有している。ユニットケース１１内には、リング状の振動
板保持体１２の一端面に、その外周縁部が固着されることで張設された振動板１３が配置
されている。
【００２４】
　また、前記振動板保持体１２に対し、リング状の部材であるスペーサ１４を介して固定
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極ユニット１０が、エレクトレット材３１の形成面が振動板１３と対向するように配置さ
れている。前記振動板１３と前記固定極ユニット１０との間には、スペーサ１４の厚さに
相当する隙間が形成されており、振動板１３と固定極ユニット１０で一種のコンデンサを
構成している。そして、振動板１３が、前記孔１１ａから導き入れられる音声にしたがっ
て振動するのに伴い、前記コンデンサの静電容量が変化し、静電容量の変化が音声信号と
して出力されるようになっている。
【００２５】
　固定極ユニット１０は、ユニットケース１１内の径方向の寸法を規定する絶縁スリーブ
１６によって所定の位置に固定されている。また、絶縁スリーブ１６の内周面には、導電
材料で構成された導電スリーブ１７が内接して配置されている。導電スリーブ１７の後端
面部は、円板状のプリント基板１９上に形成されている回路パターン（不図示）に接触し
、プリント基板１９の後端面周縁部には、ユニットケース１１の開放端縁部の折り返し部
１１ｂが当たっている。この折り返し部１１ｂが、プリント基板１９を前方（図７におい
て上方向）に向わせる押圧力を生じさせ、これの押圧力によって導電スリーブ１７が図７
において上方に押されると共に固定極ユニット１０が上方に押される。さらに、スペーサ
１４を介して振動板保持体１２がユニットケース１１の底面に押し付けられ、これらの部
材のユニットケース１１内におけるそれぞれの位置が決められ、固定されている。
【００２６】
　導電スリーブ１７は、固定極ユニット１０とプリント基板１９を電気的に接続している
。また、前記プリント基板１９には、インピーダンス変換器を構成する電界効果型トラン
ジスタ（以下「ＦＥＴ」という）１８が配置されている。このＦＥＴ１８の端子の一部は
、プリント基板１９の所定の回路パターンにはんだ付け等によって接続されている。
　このように固定極ユニット１０や振動板１３を含む各部材は、ユニットケース１１内に
組み込まれ、エレクトレットコンデンサマイクロホンのマイクユニット１を構成している
。
【００２７】
　このように本発明に係る固定極ユニットは、固定極の外径が振動板保持体の内径以下の
大きさであって、マイクロホン部のストレー容量を減少させることができる。また、固定
極と絶縁環とが、同一高さの平面を成す平板状であるので、そのクランプが容易であり、
固定極の通気孔の穴数が多い大口径ユニットであっても容易に開口を形成することができ
る。しかも、図示の実施例にかかる固定極ユニットは、プリント基板と電気的に接続する
導電スリーブによって押圧されるものであるので、固定極とプリント基板との電気的導通
が容易に成されるものである。
【００２８】
　したがって、本発明に係る固定極ユニットを備えることにより、検出感度を高めたエレ
クトレットコンデンサマイクロホンユニット、及びエレクトレットコンデンサマイクロホ
ンを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に係る固定極ユニットの実施例を示す縦断側面図である。
【図２】本発明に係る固定極ユニットを構成する固定極の例を示す、（ａ）は平面図、（
ｂ）は（ａ）中のＩ－Ｉ線に沿う縦断側面図である。
【図３】本発明に係る固定極ユニットを構成する絶縁環の例を示す、（ａ）は平面図、（
ｂ）は（ａ）中のＩＩ－ＩＩ線に沿う縦断側面図である。
【図４】本発明に係る固定極ユニットの実施例を振動板ユニットとともに示す縦断側面図
である。
【図５】本発明に係る固定極ユニットの製造方法の一例を簡略的に示す製造工程図である
。
【図６】本発明に係る固定極ユニットの実施例の一部を拡大して示す縦断側面図である。
【図７】本発明に係る固定極ユニットを組み込んだエレクトレットコンデンサマイクロホ
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【図８】エレクトレットコンデンサマイクロホンユニットの従来例を示す縦断側面図であ
る。
【図９】従来のエレクトレットコンデンサマイクロホンにおける固定極の例を示す縦断側
面図である。
【符号の説明】
【００３０】
　１　エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット
　１０　固定極ユニット
　１１　ユニットケース
　１２　振動板保持体
　１３　振動板
　１４　スペーサ
　１５　固定極
　１６　絶縁スリーブ
　１７　導電スリーブ
　１８　電界効果型トランジスタ（ＦＥＴ）
　１９　プリント回路基板
　３１　エレクトレット材
　３２　絶縁環

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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